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ついて、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行う

こと。 

ト 指定地域密着型サービス基準第 61 条において準用する第３条の 18

に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画

に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当

該記録とは別に栄養マネジメント加算の算定のために利用者の栄養状

態を定期的に記録する必要はないものとすること。 

⑥ 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を得

られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始するものとすること。 

⑦ 栄養ケア・マネジメントを実施している場合には、個別の高齢者の栄

養状態に着目した栄養管理が行われるため、検食簿、喫食調査結果、入

所者の入退所簿及び食料品消費日計等の食事関係書類（食事箋及び献立

表を除く。）、入所者年齢構成表及び給与栄養目標量に関する帳票は、作

成する必要がないこと。 

(24) 栄養マネジメント強化加算について 

（削る） 

 

 

 

 

① 栄養マネジメント強化加算は、原則として入所者全員を対象として入

所者ごとに大臣基準第 65 号の３に掲げる要件を満たした場合に、当該

施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

 

 

 

 

② 大臣基準第 65 号の３イに規定する常勤換算方法での管理栄養士の員

数の算出方法は、以下のとおりとする。なお、当該算出にあたり、調理

業務の委託先において配置される栄養士及び管理栄養士の数は含むこ

とはできないこと。また、給食管理を行う常勤の栄養士が１名以上配置

されている場合は、管理栄養士が、給食管理を行う時間を栄養ケア・マ

ネジメントに充てられることを踏まえ、当該常勤の栄養士１名に加え

て、管理栄養士を常勤換算方式で、入所者の数を 70 で除して得た数以

(22) 低栄養リスク改善加算について 

低栄養リスク改善加算については、次に掲げる①から④までのとおり、

実施するものとすること。なお、当該加算における低栄養状態のリスク評

価は、「栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関する事務処理手順

例及び様式例の提示について」（平成 17 年９月７日老老発第 0907002 号）

に基づき行うこと。 

① 原則として、施設入所時に行った栄養スクリーニングにより、低栄養

状態の高リスク者に該当する者であって、低栄養状態の改善等のための

栄養管理が必要であるとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを

対象とすること。ただし、歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該

指示を受ける管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養のために

必要な栄養の指導を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合

に限る（以下同じ。）。 

② 月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員

その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行

い、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作

成すること（栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、

当該計画については、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理の対象

となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護

福祉施設サービスにおいては、当該計画に相当する内容を施設サービス
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上配置していることを要件とするが、この場合における「給食管理」と

は、給食の運営を管理として行う、調理管理、材料管理、施設等管理、

業務管理、衛生管理及び労働衛生管理を指すものであり、これらの業務

を行っている場合が該当すること。なお、この場合においても、特別な

配慮を必要とする場合など、管理栄養士が給食管理を行うことを妨げる

ものではない。 

イ 暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該施設において常勤の職員が

勤務すべき時間で除することによって算出するものとし、小数点第２

位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配

置されていた職員数が一時的に減少した場合は、１月を超えない期間

内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすこと

とする。 

ロ 員数を算定する際の入所者数は、当該年度の前年度（毎年４月１日

に始まり翌年３月 31 日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平

均を用いる（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。）。こ

の場合、入所者数の平均は、前年度の全入所者の延数を当該前年度の

日数で除して得た数とする。この平均入所者の算定に当たっては、小

数点第２位以下を切り上げるものとする。 

③ 当該加算における低栄養状態のリスク評価は、「リハビリテーショ

ン・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え

方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月 16 日

老認発 0316 第３号、老老発 0316 第２号）第４に基づき行うこと。ただ

し、低栄養状態のリスクが中リスク者のうち、経口による食事の摂取を

行っておらず、栄養補給法以外のリスク分類に該当しない場合は、低リ

スク者に準じた対応とすること。 

④ 低栄養状態のリスクが、中リスク及び高リスクに該当する者に対し、

管理栄養士等が以下の対応を行うこと。 

 

 

 

 

 

イ 基本サービスとして、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護

支援専門員その他の職種の者が共同して作成する栄養ケア計画に、低

計画の中に記載する場合は、その記載をもって当該計画の作成に代える

ことができるものとすること。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

③ 当該計画に基づき、管理栄養士等は対象となる入所者に対し食事の観

察を週５回以上行い、当該入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食

事の調整等を実施すること。低栄養リスク改善加算の算定期間は、低栄

養状態の高リスク者に該当しなくなるまでの期間とするが、その期間は

入所者又はその家族の同意を得られた月から起算して６月以内の期間

に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は

算定しないこと。 

④ 低栄養状態の改善等のための栄養管理が、入所者又はその家族の同意

を得られた月から起算して、６月を超えて実施される場合でも、低栄養

状態リスクの改善が認められない場合であって、医師又は歯科医師の指

示に基づき、継続して低栄養状態の改善等のための栄養管理が必要とさ

れる場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。

ただし、この場合において、医師又は歯科医師の指示はおおむね２週間

ごとに受けるものとすること。 

（新設） 
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栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法や食事の観察の際に特

に確認すべき点等を示すこと。 

ロ 当該栄養ケア計画に基づき、食事の観察を週３回以上行い、当該入

所者の栄養状態、食事摂取量、摂食・嚥下の状況、食欲・食事の満足

感、嗜好を踏まえた食事の調整や、姿勢、食具、食事の介助方法等の

食事環境の整備等を実施すること。食事の観察については、管理栄養

士が行うことを基本とし、必要に応じ、関連する職種と連携して行う

こと。やむを得ない事情により、管理栄養士が実施できない場合は、

介護職員等の他の職種の者が実施することも差し支えないが、観察し

た結果については、管理栄養士に報告すること。 

なお、経口維持加算を算定している場合は、当該加算算定に係る食

事の観察を兼ねても差し支えない。 

ハ 食事の観察の際に、問題点が見られた場合は、速やかに関連する職

種と情報共有を行い、必要に応じて栄養ケア計画を見直し、見直し後

の計画に基づき対応すること。 

ニ 当該入所者が退所し、居宅での生活に移行する場合は、入所者又は

その家族に対し、管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を行う

こと。また、他の介護保険施設や医療機関に入所（入院）する場合は、

入所中の栄養管理に関する情報（必要栄養量、食事摂取量、嚥下調整

食の必要性（嚥下食コード）、食事上の留意事項等）を入所先（入院

先）に提供すること。 

⑤ 低栄養状態のリスクが低リスクに該当する者については、④ロに掲げ

る食事の観察の際に、あわせて食事の状況を把握し、問題点がみられた

場合は、速やかに関連する職種と情報共有し、必要に応じて栄養ケア計

画を見直し、見直し後の計画に基づき対応すること。 

⑥ 大臣基準第 65 号の３ニに規定する厚生労働省への情報の提出につい

ては、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提

出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算

に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード

バック情報を活用し、利用者の状態に応じた栄養ケア計画の作成（Plan）、

当該計画に基づく支援の提供（Do）、当該支援内容の評価（Check）、その

評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイク

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

⑤ 褥瘡を有する場合であって、褥瘡マネジメント加算を算定している場

合は、低栄養リスク改善加算は算定できない。 

 

 

（新設） 
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ル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

(25) （略） (23) （略） 

(26) 経口維持加算について 

① 経口維持加算(Ⅰ)については、次に掲げるイ及びハの通り、実施するも

のとすること。 

イ （略） 

ロ 月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、

介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をす

るための食事の観察及び会議等を行い、継続して経口による食事の摂

取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画の作成

を行うとともに、必要に応じた見直しを行うこと。また、当該経口維

持計画の作成及び見直しを行った場合においては、特別な管理の対象

となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護においては、経口維持計画

に相当する内容を地域密着型施設サービス計画の中に記載する場合

は、その記載をもって経口維持計画の作成に代えることができるもの

とすること。 

入所者の栄養管理をするための会議は、テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生

労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」等を遵守すること。 

ハ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別な管

理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂

取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮のことを

いう。 

 

 

 

 

 

（削る） 

(24) 経口維持加算について 

① 経口維持加算(Ⅰ)については、次に掲げるイからニまでの通り、実施す

るものとすること。 

イ （略） 

ロ 月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、

介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をす

るための食事の観察及び会議等を行い、継続して経口による食事の摂

取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画を作成す

ること（ただし、栄養マネジメント加算を算定している入所者にあっ

ては、栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、当該

計画については、特別な管理の対象となる入所者又はその家族に説明

し、その同意を得ること。なお、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護においては、経口維持計画に相当する内容を地域密着型施設

サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画

の作成に代えることができるものとすること。 

   

 

 

 

 

ハ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別な管

理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂

取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮のことを

いう。経口維持加算(Ⅰ)の算定期間は、継続して経口による食事の摂取

を進めるための特別な管理により、当該入所者に摂食機能障害及び誤

嚥が認められなくなったと医師又は歯科医師が判断した日までの期間

とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得られた日の属す

る月から起算して６月以内の期間に限るものとし、それを超えた場合

においては、原則として当該加算は算定しないこと。 

ニ 入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して


